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０
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
五
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

（平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号
）
に
基
づ
き
、

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

（平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
塩
崎
　
恭
久

第
二
の
一
の
②
中

「第
十
九
条
第

一
項
第

一
号
」
を

「第
十
九
条
第
二
項
第

一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
の
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
の
二
　
医
療
観
察
児
童
思
春
期
精
神
科
専
門
管
理
加
算
の
施
設
基
準

二
十
歳
未
満
の
対
象
者
の
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
及
び
相
当
の
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五
の
三
　
医
療
観
察
依
存
症
集
団
療
法
の
施
設
基
準

当
該
療
法
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
常
勤
医
師
及
び
常
勤
看
護
師
又
は
常
動
作
業
療
法
士
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

第
二
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
　
医
療
観
察
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

ω
　
当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
に
お
け
る
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
に
関
す
る
講
習
を
受
け
た
医
師
の
有
無
を

地
方
厚
生
局
長
に
屈
け
出
て
い
る
こ
と
。

働
　
医
療
観
察
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
ハ
に
あ
っ
て
は
、
側
の
基
準
に
加
え
、
当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
内

に
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
に
つ
い
て
経
験
等
を
有
す
る
専
任
の
常
勤
看
護
師
が

一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い

ス
υ
ア
」
・．こ
。



Ｏ
　
基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

（平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）

新
旧
対
照
表

第

一
　

（略
）

第
二
　

（略
）

第
二
　
基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

一　

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
料
の
施
設
基
準

側

　

（略
）

例
　
医
療
法

頂
第

一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９
～
倒

　

（略
）

二
～
五

　

（略
）

王

の

二

医
療
観
察
児
童
思
春
期
精
神
科
専
門
管
理
加
算
の
施
設
基
準

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

第

一
　

（略
）

第
二
　

（略
）

第
二
　
基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

一　

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
料
の
施
設
基
準

側

　

（略
）

項
第

一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９
～
□

　

（略
）

二
～
五

　

（略
）

（新
設
）

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五

の

三

医
療
観
察
依
存
症
集
団
療
法
の
施
設
基
準

（新
設
）

当
該
凍
法
を
行
う
に
つ
き
必

な
常
勤
医
師
及
び
常
勤
看
護
師
又
は
常
勤
作
業

療
法
士
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（略
）

（略
）

医
療
観
察
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

医
療
観
察
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

1‖

当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
に
お
け
る
認
知
療
法

・
認
知
行
動
療
法
に
関
す
る

当
該
指

定

通
院

医
療

機

関

に
お
け

る
認
知
療

法

・
認
知

行

動
療‐
調

ｔこ‐

円

引
利

調

翻

講
習
を
受
け
た
医
師
の
有
無
を
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

を
受
け
た
医
師
の
有
無
を
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

七十六

一
十
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行
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則
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三
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厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
二

例
　
医
療
法
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行
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則
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和
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号
）
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十
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一
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分
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体
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績

七十六

改
　
　
正
　
　
案
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行



O基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等

(平 成十七年八月二 日 )

(厚 生労働省告示第二百六十六号 )

心神喪 失等 の状態 で重大 な他害行為 を行 つた者 の医療及び観察等 に関

す る法律第八 十三条第二項の規定 による医療 に要す る費用の額 の算定方

法 (平 成十七年厚生労働省告示第二百六十五号 )に 基づき、基本診療料及

び医療観察精神科専門療法の施設基準等 を次のよ うに定める。

基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等

第一 届 出の通則

― 心神喪 失等 の状態 で重大 な他害行為 を行 つた者 の医療 及 び観察等

に関す る法律 (平 成十五年法律第百十号 。以下「法」 とい う。)第 二

条第三項 に規定す る指定医療機関は、第二及び第二に規定す る施設基

準に従 い、適正に届 出を行わなけれ ばな らないこと。

二 指定医療機関は、届出を行 つた後 に、当該届出に係 る内容 と異 なる

事情が生 した場合には、速やかに届 出の内容の変更 を行わなけれ ばな

らないこと。

三  届 出の 内容 又 は届 出の変更の内容 が第二及び第三 に規 定す る施設

基準 に適合 しない場合には、当該届出又は届 出の変更は無効であるこ

と。

第二 基本診療料及び医療観察精神科専 門療法の施設基準等の通則

― 地方厚生局長 に対 して当該届出を行 う前六月間において、法第八十

五条第一項、健康保険法 (大 正十一年法律第七十号 )第 七十八条第一

項又は高齢者  の医療の確保に関す る法
‐
律 (昭 和五十七年法律第八十

号 )第 七十二条第一項の規定に基づ く検査等の結果、診療内容又は診

療報酬の請求に関 し、不正又は不当な行為が認め られた ことがないこ

と。

二 地方厚生局長 に対 して当該届出を行 う前六月間において、健康保険

法第 九十 四条第一項 又は高齢者 の 医療 の確保 に関す る法律第八十一

条第一項の規定に基 づ く検査等の結果、健康保険法第八十八条第一項

に規 定す る指定訪 問看護及 び高齢者 の医療の確保 に関す る法律第七

十八条第一項 に規定す る指定訪 問看護 の内容又 は訪 問看護療養 費の

請求 に関 し、不正又は不 当な行為が認め られた ことがないこと。

第二 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等

― 入院対象者入院医学管理料の施設基準

佃)次 に掲 げる病棟 を単位 と して行 うものであること。



l―l 法第 四十二条第 一項第 一号 又 は第六十一条第一項第 一号 の決

定 を受 けた者で あつて、集 中的な治療 を要す るもの を入院 させ る

病棟

日  l―lに 掲 げるもののほか、病院の病棟の一部であつて、法第四十

二条第 一項第一号 又 は第六十一条第一項第一号 の決 定 を受 けた

者 で あ つて集 中的 な治療 を要す るもの を入院 させ るための精神

病床 (十 四床 を超 えないものに限る。)に よ り構成 され る病棟 (以

下「小規格病棟」 という。 )

(2)医 療法施行規則 (昭 和二十三年厚生省令第五十号 )第 十九条第二

項第一号 に定める薬剤師の員数以上の員数が配置 され て いる こと。

(3)当 該病棟における医師の数は、当該病棟に法第四十二条第一項第

一号 又は第六十一条第一項第一号 の決定 を受 け現 に入院 して いる

者 (以 下「入院対象者」 とい う。)の 数が八又はその端数 を増す ご

とに一以上で あ り、かつ、当該病棟に勤務す る医師の過半数は常勤

の医師であること。

(41 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置 されてお り、か

つ、当該病棟 を有す る指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が

二名以上配置 されていること。

(5)当 該病棟における常勤の看護師の数は、四に、当該病棟の入院対

象者 の数 に一 日三 を乗 じた数 を加 えた数以上 である こと。ただ し、

その一部 に小規格病棟 を有 している病院の病棟にあつては、当該病

院の病棟 にお ける看護職 員の数が 当該病院 の病棟の入院患者 の数

が三又はその端数 を増す ごとに一以上であ り、かつ、その最小必要

数の四割以上が看護師であつて、当該小規格病棟につ いて入院対象

者の入院 医学管理 を行 うにつ き十分な体制が整備 され て いる こと。

(6)当 該病棟における常勤の作業療法士、精神保健福祉士及び心神喪

失等の状態 で重大 な他害行 為 を行 つた者 の医療 及び観察等 に関す

る法律 に基づ く指定医療機関等に関する省令 (平 成十七年厚生労働

省令第百十七号 )第 二条第四項ホの臨床心理技術者の数の合計は、

一 に当該病棟 の入院対象者 の数が五又 はその端数 を増 す ごとに一

を加 えた数以上であること。ただ し、百人以上の患者 を入院 させる

ための施設 を有 し、その診療科名中に内科、外科、婦人科 、眼科及

び耳鼻 いん こう科 を含む病院 であつて、入院対象者の状態に応 じた

入院 医学 管理 を行 うにつ き十分 な体制が整備 され て いるもの にあ

ってはこの限 りでない。



(7)入 院 対 象者 入 院 医学 管理 を行 うに つ き十 分 な体 制 が整 備 され て

いる こと。

(8)入 院 対 象 者 入 院 医学 管理 を行 うに つ き十 分 な構 造 設 備 を有 して

い る こと。

二 入院 対象者 入院 医学 管理料の対 象者

(1)急性期 入院対象者 入院 医学管理 料 の対象者

当該指 定入院 医療機 関の管理者 に よ り、急性期 にお ける医療 を提

供す る必要性 が ある と認 め られ た入院対象者

(2)回 復期入院 対象者 入院 医学 管理 料 の対象者

当該 指定 入院 医療機 関の管理者 に よ り、回復期 に おける医療 を提

供す る必要性 が ある と認 め られ た入院対象者

(3)社会復帰期 入院 対象者 入院 医学 管理料 の対象者

当該指定 入院 医療機 関の管理者 に よ り、社会復帰 期 にお ける医療

を提 供す る必要性が ある と認 め られ た入院対象者

三 急性期入院 対象者入院 医学管理料 に係 る施設基準

病状が重度 な入院対 象者 に対 し、医学 的管理 を適切 に行 つて いる こ

と。

四 通 院 対象者 通院 医学 管理料 の施設基 準

(1)指 定 通 院 医療機 関 に通 院 対 象 者 通 院 医学 管理 を担 当す る常勤 の

精神保健 指 定 医が一 名以上配置 され て いる こと。

(2)通 院 対 象 者 通 院 医学 管 理 を行 うにつ き十 分 な体 制 が整 備 され て

いる こと。

五 通院 対象者社 会復帰体制強化加算 の施設基準

(1)通 院 対 象 者 を常 時 三 名 以上 受 け入 れ る体 制 が確 保 され て い る こ

と。

121 通 院 対 象 者 通 院 医学 管 理 を行 うに つ き従 事 者 の配 置 の 強 化 に よ

る十分 な体制 が整備 され て い る こと。

五の二  医療観 察児童思春期精神科専 門管理加算 の施設基準

二 十 歳未 満 の 対象 者 の診 療 を行 うにつ き十 分 な体 制 及 び相 当の実

績 を有 して いる こと。

五の三  医療観 察依 存症集 団療法 の施設基準

当該 療 法 を行 うに つ き必 要 な常 勤 医 師 及 び常 勤 看 護 師 又 は常 勤作

業療法士が適切 に配置 され て いる こと。

六  医療観察精 神科 作業療法 、医療観察精 神科 シ ョー トロケ ア、医療観

察精 神科 デイ ロケア、医療観察精神 科ナ イ トロケア及 び医療観察精神

科 デイ Hナ イ ト 凛ケアの施設基準



側)医 療観察精神科作業療法については作業療法士が、医療観察精神

科 シ ョー トロケア、医療観察精神科デイ ロケア、医療観察精神科ナ

イ トロケア又は医療観察精神科デイ・ナイ トロケア (以 下『医療観

察 シ ョー ト・ ケア等」 とい う。)に ついては必要な従事者が、それ

ぞれ適切 に配置 されていること。

(2)患 者数は、医療観察精神科作業療法 については作業療法士の、医

療観察 シ ョー トロケア等については必要な従事者の、それぞれの数

に対 し適切な ものであること。

(3)医 療観察精神科作業療法、医療観察 シ ョー トロケア等 を行 うにつ

き十分な専用施設 を有 していること。

七  医療観 察認知 療 法 口認知行動療 法 の施設基 準

(1)当 該 指定通 院 医療機 関に お ける認知療法 B認 知行動療法 に関す る

講 習 を受 けた 医師の有無 を地方厚生局長 に届 け出て いる こと。

121 医療観察認 知療 法 と認知行動 療法ハ にあ つて は、(1)の 基準 に加 え、

当該指 定通院 医療機 関内に認知療法 日認知行動療法 につ いて経験等

を有す る専任 の常勤看護師が一名以上配置 され て いる こと。

八  医療観 察治療 抵抗性統合失調症 治療指導 管理 料 の施設基準

(1)当 該 指定通 院 医療機 関に、統 合失調症 の診 断及 び治療 に関す る十

分 な経 験 を有 す る常 勤 の 医師 及 び常勤 の薬 剤 師 が 配置 され て い る

こと。

(2)薬 剤 に よ る副 作 用 が発 現 した場 合 に適 切 に対応 す るた め の体制

が整備 され て い る こと。

九  医療観 察 訪 問 看 護 療養 費 に係 る訪 問看 護 事 業 型指 定通 院 医療 機 関

の基 準等

(1)医 療観察 二 十 四時間対応体制加算 の基準

通 院 対 象 者 又 は そ の 家族 等 か ら電 話 等 に よ り看 護 に関す る意 見

を求 め られ た場 合 に、常時対応 で きる体制 に ある場合 で あ つて 、計

画 的 に訪 問す る こ と とな って いな い緊 急 時 訪 問 を必要 に応 じて行

うことが で き る体制 に ある こと。

(2)医 療観察 二 十 四時間連絡体制加算 の基準

通 院 対 象 者 又 はそ の 家族 等 か ら電話 等 に よ り看 護 に関す る意 見

を求 め られ た場 合 に、常時対応 で きる体制 に ある こと。

(3)医 療 観 察 特 別 地 域 訪 問看 護 加 算 に係 る厚 生 労 働 大 臣が 定 め る地

域



イ 離 島振興法 (昭 和 二十八 年法律 第七 十二号 )第二条第 一項 の規

定 に よ り離 島振興 対策実施地域 と して指 定 され た離 島の地域

口 奄美群 島振興 開発特 別措置 法 (昭 和 二十九年法律第百八 十九号 )

第一条 に規定す る奄 美群 島の地域      、

ハ  山村振興法 (昭 和 四十年法律 第六十 四号 )第七条第 一項 の規定

に よ り振興 山村 と して指 定 され た 山村の地域

二 小笠原諸 島振興 開発特別 措置法 (昭 和 四十 四年法律 第七 十九号 )

第 四条第一項 に規 定す る小笠原諸 島の地域

ホ 沖縄振興特別措置法 (平 成十 四年法律 第十 四号 )第 三条第三号

に規 定す る離 島

へ 過疎地域 自立促進特 別措置 法 (平 成十二年法律第十五号 )第 二

条第一項 に規定す る過疎地域

改正 文  (平 成二 〇年二 月ニー 日厚 生労働省告示第一人七号 )抄

平成二十 年四月一 日か ら適 用す る。

改正文  (平成二一年二 月ニ ー 日厚 生労働 省告示第二 四七号 )抄

平成二十一年 四月一 日か ら適 用 す る。

改正文  (平 成二 四年 二 月二 〇 日厚 生労働 省告示第二人 九号 )抄

平成二十 四年 四月一 日か ら適 用す る。

改正文  (平 成二六 年三 月一 四 日厚 生労働 省告示第七八号 ) 抄

精 神 保健 及 び精 神 障害 者 福 祉 に 関す る法律 の 一部 を改 正す る法 律 の施

行 の 日 (平 成 二十六 年四月一 日)か ら適 用す る。

改正文  (平 成二六年三 月三一 日厚 生労働省告 示第一九九号 )抄

奄 美群 島振 興 開発 特 別措 置 法 及 び小 笠原 諸 島振 興 開発 特 別 措置 法 の一

部 を改正す る法律 の施行 の 日 (平 成 二十六年 四月一 日)か ら適用す る。

改正文  (平 成二八年 四月一 日厚生労働省告 示第一九五号 ) 抄

平成二十八年 四月一 日か ら適 用す る。


